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地域福祉サポーター研修
（近石真杉自治会）

御崎町自治会と月茶会合同による地域交流活動

社協通信第54号
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生活支援サービス担い手研修
（中町町内会連合会）

共同募金運動（いきいき祭）

社協通信第54号
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新年度予算の概要

　皆様からいただいた社協会費は、社協が取り組む地域福祉事業全般の重要な財源として活用します。
　また、寄付金は、早急な対応を要する福祉課題解決のための事業等に活用します。
　平成29年度に寄付金を活用して実施する事業は以下のとおりです。

①第3次「地域福祉活動計画」策定事業
②ふれあい・いきいきサロン活動、交流づくり活動助成
③障がい者・子育て支援事業
④入居債務保証支援事業
⑤広報広聴事業 ／ 広報誌「社協通信」の発行
⑥ボランティアセンター事業
⑦消費者トラブル等予防のための「くらしの豆知識」の配布と啓発活動
⑧福祉職員研修事業
⑨おき後見ネットワーク事務局業務

（本誌2～3ページ「新年度事業の内容」参照）

収入
79,561
千円

補助金･受託金等
61,225 千円
77.0％

支出
79,561
千円

人件費
57,943 千円
72.7％

会費･寄付金
7,000 千円
8.7％

積立預金積立等
6,915 千円
8.7％

固定資産取得
371 千円
0.5％

事業費等
8,874 千円
11.2％

事務費
5,458 千円
6.9％

積立預金取崩等
10,165 千円
12.8％

雑収入等
383 千円
0.5％

利用料
788 千円
1.0％

社協通信第54号
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■利用時間■

8 時30 分 ～ 17 時
■利用料金■

１時間　250 円（１室）
※仕切りを外し、１室としてご利用いただくこともできます。
　　　　　　　　　　　　　　　　（利用料１時間500 円）
■休館日■

土・日・祝祭日、12 月29 日 ～ 1 月3 日

（電話）2-0685

むらかみ まさる

電話 6-3005
いけだ ゆきお

電話 2-3768
ま の てるひさ

わ だ な お みしん やまにし まつばやしよしみ

社協通信第54号
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地域共生の地域共生の
地域づくりを目指して　地域づくりを目指して　 開催開催

住みよい地域づくり
　　　推進フォーラム

　２月20日（月）、隠岐島文化会館において、『地域共生社会の実現を
目指して』をテーマに、「住みよい地域づくり推進フォーラム」を開催
しました。
　広島県・リエゾン地域福祉研究所 丸山法子先生による基調講演では、
「一億総活躍社会づくり」が進められるなか打ち出された「地域共生
」という概念の目指す社会の姿を解説いただきました。

　シンポジウムでは、「『我が事・丸ごと』の地域社会づくり実践事
例」として、下西区と那久路区から、『住民総参加』で取り組まれる
活動の報告がなされました。
　下西区は「福祉からまちづくりへの循環」、那久路区は「タブレッ
ト端末を活用した地域情報伝達体制の探求と、地域資源である清流を
活かした産業創出への挑戦」という、多様な切り口からの経過をご報
告いただきました。いずれの地区の実践も、「あるもの探し」と「住
民総参加」がキーワードであったといえます。
　社会福祉協議会では、このような地域づくり一つひとつが『地域共
生社会』の実現や「地域包括ケア」を形成していく土台と考え、地域
に寄り添った「地域づくり」をご支援していますので、地域の未来の
姿を創造したい皆さん、是非お気軽にお問い合わせください。

「地域共生社会」
住民が「地域づくり」を我が事として担う社会

「縦割り」から「丸ごと」で支援する制度

法テラス西郷法律事務所のこれが心配

社協通信第54号



7

地域共生の
地域づくりを目指して　 開催

　ふれあい・いきいきサロンとは地域の皆さんが自分たちのために行う活動です。
　町内には約30箇所のサロンがありますが、自治会、お隣近所で、気の合うママ同士など運営主体はい
ろいろです。「仲間ができた！」「毎回楽しみ！」「情報通になった！」などの声が聞かれ、新しいこ
と、楽しいことがたくさん！
　まずは、関心をもつことが始まりの第一歩。近くのサロンに参加したり、気の合う仲間でサロンをつ
くってみるのもいいかもしれませんね。

　町内4圏域で「サロンのつどい」を開催しました。当
日は美味しい食事やお菓子に舌鼓を打ちながら、町内の
各地域の現状について学びました。また、簡単にできる
レクリエーションで大盛り上がり！「さっそくサロンで
もやってみよう！」という声が多く聞かれました。

法法法法法法法法法法法法法法法テテテテテテテテテララララララララララララララララススススススススス西西西西西西郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷法法法法法法法法法法法法法法法法律律律律律律律律律律律律律律事事事事事事事事事事事事事事事事務務務務務務務務務務務務所所所所所所所所所のののののののののこここここここれれれれれれれれれれれれれがががががががががががががが心心心心心心心心心心心心心心配配配配配配配配配配法テラス西郷法律事務所のこれが心配法テラス西郷法律事務所のこれが心配

・ 頼んでいない荷物を送りつける悪徳商法かも ？ ！
・ 代金と引きかえに荷物を受け取る代引き（だいびき。
代金引換）を悪用して、お金をだまし取る手口が発生し
ていますので、注意しましょう。

・ 大切なことは、受け取らない ！
  たとえ少ない金額でも払わない ！ こと
・ 家族等にも確認して、本当に注文していたことが
わかった後で、再配達をお願いしましょう。
・ 配達担当の方も、何か不審な点があれば、この
ような悪徳商法もあることを、家族や近所の方
等に伝えてあげてください。

社協通信第54号
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●この「社協通信」は、町内の全世帯にお届けしています。6,500部製作し、１部あたりは22円です。
●「社協通信」（本号とバックナンバー）は、隠岐の島町社会福祉協議会ホームページでもご覧いただけます。

　お寄せいただいた義援金は、日本赤十字社や共同募金
会を通じて被災地に届けられます。
　現在、次の災害義援金が受付期間を延長して募集してい
ます。
現在受付中の国内義援金
・平成28年新潟県糸魚川市大規模火災義援金
・平成28年熊本地震災害義援金
・東日本大震災義援金（日本赤十字社のみ）
受付期間
・平成30年3月31日 まで

（「平成28年新潟県糸魚川市大規模火災義援金」
のみ平成30年6月30日 まで）

・平日 午前8時30分～午後5時15分まで
受付場所
　隠岐の島町社会福祉センター（原田396番地）

　赤十字社では、災害救援活動、救急法などの講習、
奉仕団及び青少年赤十字の育成、社会福祉事業等に
取り組み、これらは皆様からの善意の社費（平成29年
度より会費）・寄付金によって支えられています。
　平成28年度は、皆様のご協力により2,792,952円を島
根県支部へ送付できましたこと、心より厚くお礼申し
上げます。
　平成29年度につきましては、5月より皆様のご理解
ご協力をお願い申し上げます。

島根県支部隠岐の島町分区

社協通信第54号


